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1.は じ め に

なぜ ア ル コー ル 問題 と ドメス テ ッ ク ・バ イ オ レ ンス(DV)の 関連 を論 じる の か

本稿 はアルコール依存症 を取 り巻 く諸問題 と、 ドメステック ・バイオレンス(DV)に 関わる

問題点等を比較検討することを目的 としている。なぜ、この2つ の問題 を関連 させて論 じるのか。
一見するとこれ らの問題が全 く異なる現象 に見えるが、い くつかの点で関連が指摘 されている。

第一に、アルコール臨床現場で飲酒 と暴力の関係が経験的に指摘 されていることがあげ られる。

米国でのDV被 害者研究では60%の 女性が飲酒 と暴力の関係 を指摘 している知見がある。 また、

アルコールや薬物摂取 とDVの 研究では、その関連性 を指摘するデータが25～80%と かな り幅

があ り、評価が確定 している状況にない。つまり、現状では必ず しも飲酒と暴力の関係が明らか

になっていない。

第二 に、DV加 害者が しばしば飲酒 を暴力の弁明に使 うことも指摘 されている。「妻を殴った

のは酒が入 っていたから」とか 「酒の勢いで殴ってしまったようで、はっきりとした記憶がない」

という加害者の弁明は、DVが 他の人々に 「酒の席の多少の失敗」 として見逃 されてしまう危険

性がある。 しか し、例 えばアルコール依存症者が全員暴力をふるうことはない し、DV加 害者が

アルコールや薬物の問題 を全員持 っているわけでもない。アルコールは暴力の主要な原因ではな

く、誘因の一つに過 ぎない という指摘や、アルコールや薬物摂取を伴 う暴力はエスカレー トする

傾向にあ り、重傷や死 にさらされる危険性 を伴 うとされている。しか し、 これも十分に実態が把

握されているという状況にない。

第三 に、被害者 ・加害者共にアルコール とDV双 方に問題 をもつ対象者への援助 プログラムが

ないことも実態 として上げられる。 日本の被害者援助においてアルコール問題 を抱えている人は、

シェルターでは受け入れていないとい う現状である。20年 以上 もDV対 策の歴史をもつ米国で も、

加害者教育矯正プログラムで双方の視点を組み入れたものは十分ではないという。援助を必要 と
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する人々は、 ともすればい くつ もの問題 を抱え複雑化 させてお り、それが解決や回復に障害 とな

るケースもある。

ここでは、 日本では法的な施策がな く、DV問 題対策 として もほとん ど手探 りの状況 に近い、

加害者対策への取 り組みについて模索 してい きたい。加害者対策 という課題 において、参考 とな

り、モデルになるのがアルコール依存症への取 り組み ・対処法である。アルコール依存症への対

処 は歴史的蓄積があるだけでな く、特に自助集団における取 り組みは、アルコール依存のみなら

ず、アディクションといわれる薬物 ・ギャンブル ・買い物依存や摂食障害などへの対処法 として

広 く応用 され有効 とされている。DV加 害者対策においても自助集団的方法が有効であるとみな

すのは、アルコール依存症 とDV加 害者 にい くつかの重大な共通点があるからである。

2.ア ル コール問 題 とDVの 共 通点

これまで も、アルコール依存症者 とDV加 害者の共通点は幾つか上げ られていた。ここでは、

問題の整理 と構造を捉 えていきたい。

アルコール依存症者 とDV加 害者の共通点で、最 も本質的な問題は 「否認」である。アルコー

ル依存症は意志薄弱 ・人生の落伍者、逃避者 というスティグマ(烙 印)の 強い問題である。それ

ゆえ、依存症者は自身の問題をアルコール依存症 と認めようとしない。なぜならば、現代社会の

価値 において最 も優先順位の高いものの一つが、理性、合理性によって克服 される、 自然や社会、

人間である。私たちの社会では、「意志 を持った主体的な人間」が前提であるから、お酒を意の

ままにコントロールできない、意志に問題のある人間は現代社会 に生きる人間として、最 も忌み

嫌われる存在である。アルコールに問題を抱え、過去に何度 も内臓疾患等の名 目で入退院を繰 り

返 し、家族や職場を巻 き込み、 自分 自身ではどうにも対処出来なくなった時点で、ようや く治療

機関に繋がってい く、というのが一般的なアルコール依存症者像である。アルコール問題 に関わ

る人々の間では、いわゆる 「底つき」 といわれる転換点がなければ、依存症の回復 は望めない と

もいわれている。この 「底つ き」 こそが 「否認」か らの転換点なのである。現在アルコール依存

症の回復 に最 も効果的だとされる、アルコール依存症者の 自助集団であるAAの 「12のステ ップ」

の最初の項 目は 「われわれはアルコールに対 して無力であ り、生 きてい くことがどうにもならな

くなったことを認めた」である。つまり、 自分のアルコール問題が 自分の意志やコン トロールで

対処できない状態にあることを認めることこそが、回復への第一歩であることを示 している。ア

ルコール依存症者にとって 「否認」は回復への最大の障害である。

しかし、この自分の無力を認めることは、そう簡単なことではない。なぜならば、現代社会が

前提 としている 「意志をもった主体的な人間」像の否定であ り、社会で人々が内面化 し支配的な

価値観か ら距離 を置 くことにな り、それが特 に男性にとっては、「敗北」 と感 じて しまうからで

ある。なぜ、男性 にとって 厂無力の認知」が困難 な課題なのだろうか。近代社会以降、人々は身

分制度から解放 され自由で平等な存在 となり、 自身の才能 と努力次第で社会的な成功を収めるこ

とが可能となった。この近代社会で解放された人間の内実は男性で女性ではなかった。男性 は社

会的成功である権力の獲得 を目標 として期待 され要求されている。それを内面化 し一斉に競争 し

ている状況にあるといえる。この権力 とは自分の意志や欲求を他者に受け入れさせることである。

つまり、自分の意のままに他者をコントロールす ることを、男性は期待 され圧力 としてうけてい

る。「無力の認知」はこのパ ワーコン トロール競争からの戦線離脱の宣言であ り、男性 にとって
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女性のように多様な生き方の選択肢がない状況では、戦線離脱は即人生の逃避や落伍 とみなされ

てしまう。それゆえ、現代社会に生 きる男性 にとっては容易な選択でな く、自分自身のアルコー

ル問題 を否認 し続け、早期介入 ・援助が困難な状況を生みだしている。

一方DVで は、加害者の特徴 として典型的にみられるのが、被害者への責任転嫁である。「自

分が殴ったのは妻が馬鹿にした態度をとったから」とか 「もう少 し彼女が自分の気持ちを汲んで

くれたなら、あんなことはしなかった」「子 どもの世話をちゃんとしなかったから」などとい う

フレーズは、DV関 係者にとってお馴染みのものである。あるいは 「ち ょっと喧嘩 しただけ」

「怪我をさせ るつ もりはなかった」 とい う暴力の矮小化 も含めて、暴力行為責任の 「否認」が

DV加 害者の共通要素だといえる。DV加 害者の怒 りや暴力行為 について、たとえ相手にどんな

ことがあろうと、自分の感情と行動は自分 自身の責任であることを受け入れなければ、変えるこ

とは出来ない。感情の爆発や怒 りを感 じても、職場や公衆の面前では暴力は起 こらない。暴行行

為は妻や親 しい女性に向かう。この事実は、感情のコントロールの克服 というトレーニングだけ

では、加害者教育矯正にはならないことを示 している。

なぜ、暴力は親密な関係に向かうのか。近代社会の男性に求められ期待 される権力の獲得は職

場や公共的な領域で、すべての男性が達成させることは出来ない。それが競争原理であるからだ。

しか し、男性は男性と言 うだけで、常に周 りから圧力をかけられて育ち、彼 もその価値観 を内面

化 している。公共的領域で実現 されない権力獲得欲求は私的領域である家族で回復可能なのが現

状のシステムといえる。いわゆる 「家庭への公権力不介入の原則」は法的な裏付けとなっている

')。暴力 は権力の最 も直接的で物理的な形態である。暴力は相手 を自分の意のままに支配 しコン

トロールするための手段なのである。現代の結婚制度、特に標準家族 として保護されている専業

主婦 を前提 とした性役割分業家族では、女性の男性への経済的依存が男性の経済的権力 をもたら

し、体格的な差は物理的権力差 として存在 している。このようなシステムのなかで、親密な関係

において女性 は男性のパワーコントロール対象 として認知されてしまう。女性は男性の意のまま

にな り、 自身のパワー観 を充足すべ き存在 にも関わらず、それができなかったから暴力に訴えた

のだ。 という行為責任の否認はこのような背景をもつのだろう。

アルコール依存症において もDVで も、現代社会の規範的構造がこれらの問題の背景にあるこ

とが明 らかになった。アルコール依存症は 「意志を持 った主体的人間」像や再帰的自己像 という

近代社会の規範を背景にした問題であ り、DV問 題 もまた近代社会のジェンダー構造が問題の本

質にある。

3.ア ル コール 問題 とDVの 相 違 点

次 にアルコール問題 とDVの 相違点について論 じていきたい。一つは共依存関係として最近注

目されている概念についてである。共依存 もアルコール臨床か ら生 まれてきた概念で、特 にアメ

リカでは人々の関心 を集めている。 しか し、評価はまだ十分に明確 に定まったものではない。ア

ルコール依存症の夫婦関係で、夫の飲酒問題にふ りまわされる妻は被害者である。しか し妻は夫

の問題の解決を願 うあまり、実際の夫が直視 しなければならない、負わなければならない責任 を

肩代わ りする。夫の飲酒を制限したり、止め させ ようとあれこれ策を巡 らした り、飲酒上の失敗

の尻拭いなどはその典型的に行為である。女性 にとって、相手 を思いやった り、世話をしたりす

ることは、女性役割 として当然のことで、それが夫の飲酒問題 を悪化させているなどとは夢 にも
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思わない。 しか し、その世話焼きが、夫が直面 しなければならない夫自身の問題点を先送 りした

り、直視するのを妨げていることなっている。その姿が臨床家にとって、 まるでダメな夫 を意の

ままに操 っている妻として映った。そこで女性の過度な世話焼 きは病理だ として、厂他人に必要

とされることが必要で、 自分 自身の自己否定感 ・空虚感 を他人への関心 とコントロールで埋める

という関係の もち方」を共依存 として定義 した。

DV問 題 に関わる援助者 をしばしば落胆 させるのが、一旦被害者が援助機関へ避難 して も、結

局加害者の元へ戻って しまうことだ。 また、DV被 害女性に共通 してみられる、自尊感 情の低 さ、

「殴 られるのは私が悪かったか ら」「夫 を怒 らせるようなことをしたから」などか ら、DVの 発生

する夫婦は、その関係性に問題がある 「共依存」だと判断するのは、システム論的なアプローチ

をするカウンセ リング方法からして当然なのか もしれない。 しか し、このような低い自尊感情や

不安や不安過剰、無力感や孤独感は度重なる虐待 を受けた結果の反応だとい うことを理解 しなけ

ばならない。夫の問題を自分の問題 とする傾向はアルコール問題 とDVの 共通点であるが、殴ら

れるの妻が暴力関係から逃れられないのは、経済的社会的問題 と加害者への恐怖である。専業主

婦が夫から離れることは、即明 日からの生活に困窮することであるし、被害者が殺 される危険性

が最 も高 くなるのが、加害者か ら離れる時なのである。DVは ス トレスや感情の爆発が原因では

なく、相手を自分の意のままにしたい欲求、支配 しコン トロールすることが本質であるから、夫

にとって妻が自分から離れていって しまうことが最 も忌諱 にふれることなのである。DV問 題 を

カウンセリングでパーソナリティや関係性の レベルの問題 として扱 っていては、問題の本質を見

失う可能性がある。

アルコール問題 とDVに おける第二の相違点は、家族 とい う閉鎖された環境についての考察で

ある。 どちらも家族 を舞台に繰 り広げられる問題である し、人々の想像以上に身近で頻繁 に起 き

ている問題である。 日本ではアルコール依存症者 を約220万 人と推計 している。その うち治療 ・

援助機関に繋がっているのが、その1割 以下の約20万 人だ とされている。一方、暴力は最 も素朴

な社会関係であるから、家族だけがその例外ではないし、 日本では夫が妻や子 どもを殴ることは

少 し前までは当た り前のことと認識されていた。今でも 「しつけ」の名の下で暴力が横行 してい

る。先の東京都が行ったDV調 査で も、回答者の女性の3割 は身体的DV被 害者 とい う結果が示

されていた。 また、アルコール依存症家族の特徴 として、社会的ネッ トワークの縮小があげられ、

社会から孤立する傾向が指摘されている。家族の恥をさらすことを避 けるという、アルコール依

存症のスティグマ(烙 印)ゆ えの孤立だといえる。DVも 社会から孤立 した家族 を作 り出す。 し

かし、DV被 害者は加害者の暴力の恐怖によって孤立する。DVは 単に身体 に加える物理的暴力

だけでな く、妻 に仕事(賃 労働)を させない、交友関係を制限することなどによって、妻を孤立

させ 自分のコントロールの支配下にお く。その際背景にあるのが、プライバシーという近代家族

規範であることもDVの 問題点である。友愛家族 という近代家族像は、愛 し合 う夫婦や親子関係

に暴力などないという幻想 を抱かせる。本来暴力があるはずのない家庭で暴力を受ける苦 しみと

プライバシーを盾 に暴力 を隠蔽する現象 は、現代家族ゆえに起 きる問題 といえよう。また、 アル

コール依存症 とDVの 違いを、事態が最悪になった時、アルコール依存症では妻が未亡人になる

のに対 して、DV被 害者は死者 となることだと、DVは 犯罪であるという理解の重要性が指摘 さ

れている2)。
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4.ア ル コール問題 への対処 から学ぶ こと

アルコール依存症 とDVの 関連性における問題点は、その実態が必ず しも明らかにされていな

いことが上げられよう。今後の実態調査 ・実証研究の蓄積がまたれるところであるが、実態の解

明やその関連性が明らかになれば、アルコール臨床の現場を通 じて、DVの 早期教育や注意喚起、

必要に応 じた介入や援助、関連機関や援助機関への紹介などのネットワークが構築できるだろう。

また、DV被 害者でアルコール依存症者 とい う女性の回復 プロブラム開発 も課題であることも今

一度確認 してお きたい。

アルコール依存症 とDVの 共通点 と相違点 を比較することで明らかになった点の一つは、アル

コール依存症 とDV問 題が もつ近代社会規範あるいは近代社会のジェンダー構造の問題点である。

自助集団、特 にAAは 無力 という近代社会のパワーコン トロール競争へのアンチテーゼを提起 し

ている。DV加 害者男性 も女性 に対するパ ワーコン トロール幻想がその本質であるならば、自助

集団的方法が加害者対策にとって参考 になるであろうし、効果的であろう。現にアメリカなどで

行われている 「保護観察処分」での加害者教育矯正プログラムは、グループワークで行われてい

る。このグループワークを終了 した人が、 またグループを推進する役割を担ってい くのが、効果

的だとされている。

第二に、両者にはこのような共通点があるのだが、アルコール依存症への対処の枠組み をその

ままDV問 題へ適応できないことを注意 しなければならない。共依存概念はその代表的なもので

ある。また、ジェンダー概念 も重要な要素である。例 えば自助集団における 「無力」であること

への気付 きは、男性にとって効果的であるが、女性、特 にDV被 害者は暴力によって 「無力」な

状態を強い られている状況では、自助集団的方法はむ しろ被害者援助には逆効果である。女性に

必要なのは自尊心とセルフコントロールパワーなのだろう。

最後 に、 ドメステック ・バイオレンスの把握 ・分析 ・援助 アプローチについて述べてお きたい。

暴力の加害者 はすべて同じタイプとして類型化 されるわけではない。家族だけが暴力の対象 とな

る男性 と社会生活のあらゆる場面で暴力を使 う男性 とは、援助や対処方法も異なって くるだろう。

虐待がいかなる状況でもゆるされないことを理解 し、自分の暴力行為の責任を受け入れるような、

優等生的バタラー(暴 力をふるう人)で あれば、カップル ・カウセリングや家族療法 も可能かも

しれない。 しか し、DVは 個人のパーソナリテ ィ問題 ・精神的な障害や夫婦の関係性における問

題 としてだけでは扱 えない。被害者援助だけで も問題 の解決にはならない。アメリカでは既 に

20年 前か らDV対 策が行 われているにもかかわらず、夫や恋人に殺害された女性の数はほとんど

減っていない。対照的に妻や恋人に殺害された男性の数だけが減少 しているとい う3)。20年近 く

加害者への心理相談を実施 し、700人 以上の加害者への調査研究 と100人 以上の治療実践 を行っ

ているダ ットン(DonaldG.Dutton)は 重層的な生態学理論に基づいた相互作用アプローチを主

張 している。それ らは、マクロシステム:文 化 ・価値体系 「家父長制」、エキソシステム:中 間

集団(職 場 ・友人など)、 ミクロシステム:家 族、夫婦関係、暴力の前歴、インデ ィヴィジュア

ルシステム:個 人の発達、パーソナリティ次元、の4つ の次元からDVの 個々のケースを分析 し

なければならない と提言 している4)。つま り、DVの 理解において大 きくは、個人レベル と関係

性のレベル、さらに社会のレベルでの把握が必要で、その相互作用の過程分析が有効な援助に結

びつ くのだろう。個々の論者によってこの レベルの強調が異なってくるのであろうが、いずれに
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しても、DV問 題への取 り組みには、様々な機関や関係者、そ して社会 という幅広い人々への働

きかけが必要なのである。
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